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再   申   入   書 

 

当ＮＰＯ法人の申入書に対し、真摯なご対応をいただきましたことにつき、敬意を表し

ます。 

さて、貴社より過日頂きました「平成１９年４月３日付回答書」について、その趣旨は

概ね理解致しましたが、更に契約内容を適正化するとともに受講申込者に対して契約内容

を明確化する見地から、以下のとおり善処されますよう再度申し入れます。 

 なお、本申入書に対する貴社の更なるご対応策について、お手数ですが、本書面到着後

１ヶ月以内に文書にてご回答のうえ、あわせて見直し後の講座申込規定等の資料をご送付

いただきますよう、あわせて申し入れます。 

 

第１ 再申入れの趣旨 

１ 解約事由について、貴社のご回答は「ご本人の死亡、重大な疾病」以外の解約事由

を広く規定内に列挙すべく作業を進めておられるというものであるが、この点につき、

理由の如何を問わず解約を認める記載にして頂きたい。 

２ 返金額について、受付手続等にかかった経費実費等の標準額を再計算し、見直し作

業を進めているということなので、その結果に基づく講座申込規定の改定内容につい



 2 

て、具体的に提示して頂きたい。 

 

第２ 再申入れの理由 

１ 当ＮＰＯ法人の申入書に記載したとおり、本件のような準委任契約において自由な

契約解約権を制約することは消費者契約法１０条により無効と解釈されるのであり、

貴社ご回答のように解約事由を列挙することは、たとえこれを広く規定することとし

ても、原則と例外が逆であって、受講申込者の利益を不当に侵害するおそれがあると

言わざるを得ないため。 

２ 返金額について貴社において再計算・見直し作業を進めておられるということであ

るが、さほど時間を要する作業とは思われないため。 

以上 


